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■教育政策の更なる充実を図るための教職員からの意見 ・提案にかかる対応状況について

ご意見・ご提案内容 具体的な対応策等
番号 区分 担当課 教育委員会の見解

現状の課題等 提案・改善策等 （今後検討する場合は、スケジュ ー ル等を明記）

平成23年に児童自立支援施設「大阪市立阿 現状の弘済小中学校分校を 一 つの学校 と して 学事課
武山学園」の敷地内に既存の設備を間借りす 再設置して頂きたい。学校長、事務係もちゃ 総務課

る形態で弘済小中学校分校が設置されまし ん と 配 置 さ れ た 学 校 と し て 整 備 す る こ と で 教 教職員人事担当

た。これまで歴任された学校長のご指導のも 員 が 働 き や す く な る だ け で な く 、 子 ど も た ち
と、学校教育目標達成のための様々な活動を にもより手厚く教育活動が提供できると考え

児童福祉法が平成9年度に改正され、児童自立支援施設にも 覚書の内容について、教育委員会事務局とこども青少年局で
学校教育の導入が求められることとなり、本市においては、平 再確認し、覚書に基づいた適切な管理運営を実施し、対応内容
成23年度に阿武山学園に学校教育の導入を図るため、弘済小中 については学校への説明を丁寧に行うなど、学校の教育活動が
学校分校が設置されました。全学年が在籍していない小さい規 円滑に行われるよう、努めてまいりたいと考えております。
模の学校であることや、弘済小中学校の教育のノウハウも活か

行 っ て き ま し た が 、 前 述 の 通 り ま す 。 そ の た め に も 「 学 校 」 と し て の 機 能 を してより効果的に教育指導ができると考えられたことから、弘 公印につきましては、本校・分校も含めた学校のニー ズ及び

校 舎 、 体 育 館 、 プー ル、 運動場全ての設備が 備えた校舎を建設して頂きたいです。現在の
済小中学校の分校として設置されました。 今年度の進路関係等の公印押印の頻度などの実情を踏まえ具体

阿武山学園の所有となっており、学校の判断 阿武山学園の敷地内に必要な分の土地を譲り
的な検討を行い、令和6年度中に対応方針を決定したいと考え

で修繕さえできません。雨漏りの修理も予算 受けて教育委員会で購入（もしくは地代を
弘済小中学校分校の管理運営に関しては、 「大阪市立阿武山学 ています。

園における学校教育の実施に関する覚書」（以下、 「覚書」とい
の都合とのことで半年放置されました。教室 払 っ て 借 り る ） し て は ど う で し ょ う か 。 一 年 う。）において定められており、施設等の改修、修繕、光熱水費 逓送につきましては、令和7年3月を目途に、逓送ルー トに
の蛍光灯がつかなくなってもすぐには対応し を通じて転入生を受け入れるため、年度当初 等の維持管理にかかる経費はこども青少年局の負担、ただし、 ついて検討を行い、方向性を決定したいと考えております。
て頂けません。美術室がなく理科室で美術の は生徒の在籍数が少なく、教員の配置などに 学校教育に使用する施設等の建替等の改修工事を行う場合につ
授業を行っています。校舎に誰でも自由に立 配 慮 し て 頂 け な い よ う で す が 、 毎 年 6 0 人 ＜ いては、こども青少年局と教育委員会事務局で協議の上、決定
ち入れるため、数年前には不審者が授業中に らいの在籍数となります。確実に教員のマン することになっております。
校舎内を駆け回る事案もありました。 パワ ー と 設備が必要 と な るのです。 これは分 雨漏りの対応について確認したところ、令和3年度に弘済小
また、分校であるがゆえに公印が必要は書類 校教員全員の願いです。様々な事情を抱え、 中学校分校から準備室と理科室の一 部の床に雨漏 りによる劣化

は吹田の本校まで持参して押印してもらわな 学校に馴染めなかった子どもたちに熱意を 報告があったため、こども青少年局側で調査を行い、床全面改

くてはいけません。受験する中学3年生の調 もって向き合い、学ぷ喜びに気づかせたいと 修工事と屋上防水工事の予算確保を実施し、令和4年度設計、

査書などの重要個人情報の書類を大量に校外 思 い か ら の 提 案 で す 。 ど う か ご一 考頂 きた ＜ 工事で計画を進め、実施しました。

に持ち出すリスクを抱えております。当然、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 （予算要求額：屋上防水工事13,750千円 床全面改修工事

公印押印という作業に膨大な時間と出張旅費
35,076千円）

を必要とします。入学式、卒業式などの式典
大規模の工事となるので、年度内に実行予算を確保し、設

で使用する校旗も都度移動せねばなりませ
計・工事を発注することは困難であったため、令和3年度につ
いては、こども青少年局で屋上防水の漏水原因とみられる部分

ん。 の仮補修を実施しました。床部分については、次年度に全面改
逓送も対応してもらえず本校と分校の兼務教 修を行うことからも、部分的な緊急工事はこども青少年局での
員が一 度 自宅に持ち帰 り 、 翌 日分校に届 ける 対応が難しかったため、協議の上、床の部分修繕は、教育委員
対応が学校設置以来続いています。兼務教員 会の予算により令和3年度に緊急工事を実施しました。
が逓送で本校に届いた重要書類を自宅に持ち 蛍光灯の対応につきましては、蛍光灯の交換であれば直ちに
帰ることは、場合によっては個人情報の取り 応じることが可能ですが、安定器の交換が必要な場合は、こど
扱い上不適切な対応を強いることになりま も青少年局の職員が対応するため、時間がかかる場合も考えら

4 1 す。 れます。いずれにしても、教育活動に支障が出ないように、覚
書に基づいた適切な管理運営が行われるよう、教育委員会事務
局とこども青少年局で再確認を行ってまいりたいと考えており
ます。

学校の公印につきましては、大阪市教育委員会公印規則に基
づき適正に取り扱う必要があり、同規則で学校の公印は学校長
の監守責任のもとで厳重に管理することとされており、現状、
分校を設置している学校においても、一つの公印を本校の学校
長の監守責任のもとで押印する運用が行われています。

一方、現在、教育委員会事務局におきましても国の動きも踏
まえつつ学校園における不必要な押印の見直しに取り組んでい
るところであり、進路関係に関しては、今年度から府立高等学
校の入学者選抜においてWEB出願に変更されるなど、従来必要と
された公印押印の廃止 ・ 省略が進められている と ころと認識 し
ています。

今回のご提案につきまして、こうした公印押印の廃止・省略
の進捗を踏まえつつ、分校において公印押印が必要とされる文
書の内容やその頻度なども含めた学校のニー ズや本校 ・分校間
の立地条件など個別の事情も勘案し、本校・分校それぞれの校
務運営が適切かつ円滑に行われるよう、対応を検討してまいり
ます。

弘済小学校本校・分校あての逓送につきましては、現時点で
は市外遠方に所在があることから北区役所を受け渡し場所とし
て設定しておりますが、今後、所要時間や費用及び頻度を精査
し、逓送ルー トに含めるかどうか検討してまいります。
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